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最
近
、
本
学
図
書
館
の
依
頼
で
、
そ
の
所
蔵
に
な
る
「
石
井

良
助
文
庫
」
の
紹
介
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
１
）
。
す
な
わ
ち
、
石
井
文

庫
と
は
、
元
本
学
教
授
で
、
図
書
館
長
も
勤
め
ら
れ
た
石
井
良
助
先

生
（
一
九
〇
七
〜
九
三
）
の
所
蔵
さ
れ
た
文
書
と
図
書
を
一
九
八
〇

年
か
ら
数
次
に
わ
た
っ
て
本
学
が
受
け
入
れ
、
文
庫
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
文
庫
の
中
心
を
な
す
も
の
は
、
四
〇
点
余
の
中
世
文
書
を
含

む
四
八
三
一
点
を
数
え
る
文
書
で
あ
る
。
多
く
は
近
世
の
村
方
文
書

で
、
相
模
・
武
蔵
・
常
陸
国
な
ど
関
東
地
方
を
は
じ
め
、
出
羽
国
か

ら
播
磨
国
に
い
た
る
全
国
各
地
に
及
ぶ
。
す
で
に
一
九
九
六
年
十
一

月
『
石
井
良
助
文
庫
目
録
―
文
書
編
―
』
が
作
成
さ
れ
、
活
用
が
な

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
一
部
は
石
井
先
生
が
整
理
さ
れ
た
状

態
（
一
村
の
文
書
を
一
緒
に
し
て
括
る
）
で
、
利
用
に
不
便
を
き
た

す
も
の
も
あ
る
。
図
書
は
一
一
四
二
点
（
洋
装
本
が
主
で
あ
る
が
和

本
も
含
む
）
に
及
び
、
現
在
は
法
科
大
学
院
分
館
に
架
蔵
さ
れ
て
い

る
。右

以
外
の
石
井
先
生
の
所
蔵
文
書
等
は
、
石
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
江
戸
東
京
博
物
館
の
所
蔵
に
な
っ
た
。
総
数
量
は
一
三
九
九
一

件
（
文
書
類
一
〇
九
〇
一
・
典
籍
三
〇
一
〇
）
に
の
ぼ
る
。
閲
覧
は

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
行
う
こ
と
が
原
則
で
、
そ
の
仮
目
録
は
五
冊

ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
石
井
文
庫
と
合
わ
せ
て
、
わ
が
国
有
数
の

法
制
史
料
の
一
つ
で
あ
る
石
井
先
生
の
蒐
集
資
料
の
全
容
が
明
ら
か

に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
、
か
つ
て
石
井
文
庫
の
文
書
を
実
見
し
、
そ

の
な
か
の
隠
居
・
聟
養
子
関
係
証
文
を
本
誌
に
翻
刻
し
た
（
２
）
。
そ
の
折
、

離
縁
状
二
通
と
若
干
の
離
縁
関
係
文
書
が
存
在
す
る
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
た
の
で
、
筆
者
所
蔵
の
離
縁
状
と
あ
わ
せ
て
、
副
題
の
通
り
、
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資
料
紹
介
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

二

さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
筆
者
が
収
集
し
た
離
縁
状
は
活
字
に
よ

る
も
の
、
写
真
・
複
写
し
た
も
の
を
含
め
て
一
〇
〇
〇
通
を
超
え
た

（
一
〇
〇
〇
通
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
現
在
ど
れ
だ
け
の
数
を
収
集

し
た
か
の
統
計
的
整
理
を
し
て
い
な
い
が
、
不
日
行
う
つ
も
り
で
あ

る
）。
筆
者
は
、
当
初
離
縁
状
を
収
集
す
る
意
思
は
ま
っ
た
く
な
か

っ
た
が
、
離
縁
状
に
関
す
る
著
書
を
出
版
し
て
お
り
（
３
）
、
講
演
の
機
会

に
は
離
縁
状
原
本
を
持
参
し
て
話
を
す
る
と
理
解
の
助
け
に
も
な
り
、

離
縁
状
を
求
め
て
収
集
の
調
査
に
出
か
け
た
と
き
の
経
費
が
想
像
以

上
に
か
か
る
こ
と
か
ら
、
古
書
店
か
ら
離
縁
状
が
出
品
さ
れ
れ
ば
、

落
札
・
購
入
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
大
き
な
古
書
展
に
で
か
け
て

高
額
な
値
段
で
落
札
し
た
思
い
出
深
い
も
の
も
あ
る
（
４
）
。

そ
れ
ら
の
う
ち
、
未
刊
の
も
の
三
八
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
翻

刻
し
た
が
（
５
）
、
こ
こ
で
は
そ
の
後
に
収
集
し
た
離
縁
状
を
翻
刻
・
紹
介

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
離
縁
状
は
一
通
を
除
い
て
、

す
べ
て
古
書
店
や
古
物
取
扱
人
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
村
名
が
明
記
さ
れ
て
い
れ
ば
離
縁
状
が
授
受
さ
れ
た
地
域
が

特
定
で
き
る
が
、
村
名
の
な
い
も
の
の
多
く
が
史
料
の
出
拠
不
明
な

の
が
難
点
で
あ
る
。

史
料
１５
の
「
明
治
三
年
正
月

清
兵
衛
―
お
寿
暇
状
」
は
、
学
会

等
で
ご
教
示
に
与
っ
て
い
る
牧
英
正
先
生
か
ら
二
〇
〇
一
年
九
月
に

ご
恵
与
い
た
だ
い
た
も
の
で
（
６
）
、
唯
一
購
入
し
た
も
の
で
な
い
。
表
題

に
「
暇
」
と
あ
る
の
で
、
先
生
の
ご
住
居
で
あ
る
京
都
を
中
心
と
す

る
関
西
地
方
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
暇
状
は
牧
先
生

も
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
夫
が
妻
に
心
配
を
掛
け
て
申
し

分
け
な
い
と
謝
罪
し
て
お
り
、
し
か
も
妻
を
「
其
元
様
御
身
」
と
敬

語
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
は
「
改

心
仕
」
り
、「
此
義
ニ
付
、
御
難
題
抔
申
間
敷
」
と
あ
る
。
心
配
を

か
け
た
「
此
義
」
が
ど
の
よ
う
な
内
容
か
不
明
で
あ
る
が
、
今
後
は

改
心
し
て
難
題
な
ど
を
申
す
こ
と
の
な
い
と
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
表
題
の
通
り
、
時
期
的
に
は
主
と
し
て
徳
川
時
代
後
期
の

も
の
で
あ
る
が
、
明
治
前
期
の
も
の
も
含
み
、
ま
た
夫
婦
（
男
女
）

離
婚
関
係
と
う
た
い
つ
つ
も
、
親
子
関
係
解
消
の
も
の
も
一
、
二
含

ん
で
い
る
。

三

こ
こ
に
採
録
し
た
離
縁
状
に
つ
い
て
若
干
の
解
説
を
加
え
る
。

史
料
８
は
羽
前
国
の
も
の
で
あ
る
が
、
再
婚
許
可
文
言
に
「
何
方
よ

り
」
と
あ
る
か
ら
、
夫
英
司
が
聟
養
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ

る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
我
等
聟
養
子
ニ
参
り
」
と
夫
が
聟
養
子
で
あ
る

こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
暇
之
儀
申
参
り
」
と
離
婚
が
妻

の
方
か
ら
請
求
さ
れ
、
し
か
も
夫
は
「
任
其
意
」、
つ
ま
り
妻
の
意

思
を
受
け
入
れ
て
離
縁
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、「
い
つ
方
よ
り
」

と
あ
る
史
料
２３
も
聟
養
子
の
事
例
で
、
聟
養
子
は
こ
の
二
例
だ
け
で

あ
る
（
７
）
。
史
料
１０
で
は
「
媒
共
立
入
」
と
媒
酌
人
が
介
入
し
、「
双
方

示
談
」
の
結
果
、
離
縁
に
な
る
が
、
離
婚
す
る
妻
に
対
し
て
「
年
限

相
立
」
て
ば
、
再
婚
を
許
す
旨
の
記
載
が
あ
る
。
妻
は
何
ら
か
の
有

責
（
落
度
）
か
ら
、
制
裁
的
待
婚
期
間
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
で
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あ
ろ
う
。

史
料
１１
の
暇
状
に
は
管
見
の
限
り
初
め
て
見
出
し
た
事
柄
が
二
つ

あ
る
。
ま
ず
、
備
中
国
の
も
の
と
し
て
は
初
出
で
あ
る
こ
と
、
他
は

離
婚
理
由
が
「
拙
者
気
質
ニ
不
相
叶
」
で
、
そ
の
な
か
で
特
異
な
「
気

質
」
の
文
言
も
初
め
て
で
あ
り
、
他
の
表
現
も
書
式
に
見
ら
れ
ず
、

博
識
な
富
農
層
の
手
に
な
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
年
号
が
な
く
干

支
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
は
徳
川
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

史
料
２４
に
は
持
参
し
た
荷
物
を
残
ら
ず
差
し
送
る
と
明
記
さ
れ
、「
持

参
財
産
返
還
の
原
則
」
が
貫
徹
し
て
い
る
（
８
）
。
ま
た
史
料
２６
に
は
「
刀

一
腰
」
が
離
婚
の
証
と
し
て
渡
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
妻
の
持
参

荷
物
か
否
か
は
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
夫
の
花
押
が
あ
る
が
、
か
な

り
粗
悪
な
木
製
の
花
押
型
を
用
い
て
い
る
。
か
れ
も
富
裕
な
農
民
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
史
料
２５
は
差
出
人
が
三
名
で
あ
る
が
、
作
左
衛
門

が
夫
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
ほ
か
の
二
名
は
離
縁
に
介
入
し
た

媒
酌
人
か
親
類
・
五
人
組
な
ど
の
関
係
者
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
明
治
期
の
離
縁
状
も
い
く
つ
か
採
録
し
た
（
９
）
。
こ
の
時
期

に
は
離
婚
は
届
出
に
も
と
づ
き
戸
籍
の
変
動
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
が
、
な
お
当
事
者
間
に
お
け
る
離
縁
状
授
受
の
慣

行
が
残
存
し
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
期
に
は
離
婚
も

契
約
の
一
種
と
観
念
さ
れ
、
史
料
１９
で
は
、
通
常
の
契
約
書
と
同
様

に
証
券
界
紙
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
史
料
２３
で
は
、
五
厘
の
証
券
印
紙

が
貼
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
も
っ
と
も
興
味
深
い
離
縁
状
は
史
料
２１
・
２２
・
２３
で
あ
る
。

ま
ず
、
筆
者
の
収
集
で
は
、
こ
れ
ま
で
丹
波
国
の
離
縁
状
は
な
く
、

初
出
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
三
通
と
も
夫
妻
両
名
を
同
列
に
書
き
、
２２
・

２３
で
は
そ
の
間
に
「
斬
・
離
斬
」
の
文
字
が
書
か
れ
、
斬
の
旁
の
縦

棒
が
氏
名
の
長
さ
い
っ
ぱ
い
に
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
来
夫
婦

両
名
の
間
を
ハ
サ
ミ
・
剃
刀
等
で
切
っ
た
も
の
を
省
略
し
た
形
で
は

な
い
か
と
思
う
。
本
当
に
夫
妻
両
名
の
間
を
切
っ
た
美
濃
国
に
行
わ

れ
た
縁
切
り
俗
信
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が
（
１０
）
、
こ
れ
も
同
じ
趣
旨

で
あ
る
。
こ
の
三
通
は
い
ず
れ
も
室
田
ふ
で
に
関
す
る
離
縁
状
で
あ

る
。
ふ
で
は
明
治
二
十
年
旧
暦
の
十
月
、
吉
田
勇
右
衛
門
と
の
関
係

を
「
都
合
ニ
ヨ
リ
」
解
消
す
る
が
、
近
年
よ
り
勇
右
衛
門
の
「
忍
妻
」

で
あ
っ
た
と
い
う
。
忍
妻
と
は
妾
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
１１
）
。
２１
に
よ
れ
ば
、

ふ
で
は
そ
の
後
指
田
友
二
郎
の
「
隠
妻
（
こ
れ
も
妾
で
あ
る
）」
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
友
二
郎
は
ふ
で
と
の
関
係
解
消
を
決
意
し
、
一

旦
は
同
年
十
二
月
二
十
四
日
に
離
別
状
を
し
た
た
め
る
が
、
ほ
ぼ
十

日
後
の
翌
二
十
一
年
一
月
四
日
に
朱
肉
で
捺
印
し
た
正
式
な
離
縁
状

が
作
成
さ
れ
て
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
拙
者
掛
合
相
成
候
」
の

文
言
に
妾
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
、「
死
去
迄
差
構
え
無
之
」

と
大
仰
な
表
現
を
用
い
て
、
ふ
で
の
父
と
思
わ
れ
る
兵
太
郎
に
あ
て

て
差
し
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
離
縁
状
の
全
体
を
み
た
と
き
、
離
婚
理
由
と
し
て
は
、

「
事
由
な
し
」
が
四
通
と
も
っ
と
も
多
く
、
妾
の
「
都
合
に
よ
り
」

と
「
不
縁
ニ
付
」
が
各
三
通
、「
勝
手
」・「
不
叶
存
寄
」・「
不
熟
ニ

付
」「
夫
婦
薄
縁
ニ
付
」・「
示
談
」
が
各
二
通
と
な
っ
て
い
る
。
史
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料
２８
雛
形
の
「
腰
折
ニ
付
」
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
が
、
甲
斐
地
方

の
独
特
な
用
語
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
学
に
待
ち
た
い
。

離
縁
状
の
行
数
は
ち
ょ
う
ど
七
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
三
行
半
で
、
一

〇
〇
〇
通
で
調
査
し
た
と
き
の
三
行
半
の
割
合
七
三
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
に
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
表
題
と
し
て
は「
離
縁
状
之
事
」

が
七
通
と
も
っ
と
も
多
く
、
つ
い
で
「
離
縁
一
札
之
事
」
で
、
こ
れ

も
一
般
的
な
傾
向
と
同
じ
で
あ
る
。

四

離
縁
関
係
文
書
で
は
、
離
縁
証
文
と
は
な
っ
て
い
る
が
、
史

料
３１
・
３２
は
親
子
関
係
の
解
消
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。
史
料
２９
は

結
婚
生
活
五
年
余
、
相
続
人
で
あ
る
夫
伊
右
衛
門
を
他
家
に
養
子
に

出
し
、
そ
の
妻
は
離
縁
す
る
と
い
う
も
の
で
（
も
っ
と
も
夫
は
大
坂

に
出
か
け
る
に
あ
た
っ
て
、
離
縁
の
意
思
の
な
い
旨
を
伝
え
て
い
る

が
）、
妻
の
兄
が
妹
の
親
子
が
難
儀
し
な
い
よ
う
に
求
め
た
訴
状
で

あ
る
。
史
料
３０
は
聟
養
子
の
離
縁
状
返
り
一
札
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら

聟
養
子
を
迎
え
て
も
構
わ
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

史
料
３３
・
３４
は
執
心
切
れ
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（
１２
）
。
未
婚
の
男
女
、

石
松
と
す
て
は
二
人
の
間
で
夫
婦
約
束
を
し
た
も
の
の
、
す
て
の
父

が
そ
れ
を
許
さ
ず
、
な
お
執
心
捨
て
が
た
い
石
松
が
婚
姻
を
求
め
た

の
に
対
し
て
、
す
て
の
父
が
訴
訟
に
及
ん
だ
も
の
で
、
そ
の
後
示
談

が
成
立
す
る
。
そ
の
結
果
、
石
松
か
ら
は
「
す
て
儀
、
何
方
え
縁
組

致
し
候
共
決
て
差
障
り
申
間
敷
旨
」
の
執
心
切
れ
を
娘
の
父
・
多
左

衛
門
へ
差
し
入
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
す
て
よ
り
も
石
松
方
え
以

来
執
心
決
て
相
掛
間
敷
」
き
一
札
を
差
し
出
し
た
と
い
う
。
未
婚
の

男
女
に
よ
る
「
執
心
切
れ
一
札
」
の
交
換
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
方
か

ら
の
夫
婦
約
定
解
消
と
い
う
こ
と
で
、「
離
婚
請
求
者
支
払
い
義
務

の
原
則
（
１３
）
」
に
則
り
、
三
両
の
慰
謝
料
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
の
受

取
書
が
史
料
３４
で
あ
る
。
同
じ
く
馴
れ
合
っ
て
夫
婦
約
定
し
た
事
例

が
史
料
３５
で
、
娘
す
て
と
吉
之
丞
は
一
旦
破
縁
に
な
る
が
、
吉
之
丞

よ
り
再
縁
を
懇
願
さ
れ
、
や
む
な
く
夫
婦
に
な
っ
て
い
た
が
、
ま
た

ま
た
吉
之
丞
は
ほ
か
の
娘
と
馴
合
っ
て
夫
婦
約
束
を
し
て
、
逃
げ
て

し
ま
う
。
立
入
人
が
あ
っ
て
、
破
縁
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
史
料

３６
は
相
続
人
（
養
子
か
聟
養
子
）
を
離
縁
に
な
り
、
持
参
金
二
五
両

の
返
却
と
見
継
金
五
〇
両
渡
さ
れ
た
。
後
者
は
離
婚
後
の
生
活
扶
助

料
で
あ
る
が
、
離
縁
の
慰
謝
料
も
含
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
１４
）
。

注（
１
）
『
専
修
大
学
図
書
館
だ
よ
り
』
第
六
三
号
、
二
〇
〇
七
年
一
二

月
、
表
紙
お
よ
び
三
頁
。

（
２
）

拙
稿「《
資
料
》
隠
居
・
聟
養
子
関
係
証
文
―
石
井
良
助
文
庫
お

よ
び
�
木
所
蔵
文
書
―
」（『
専
修
法
学
論
集
』
第
八
七
号
、
二
〇

〇
三
年
三
月
）
二
〇
五
〜
二
二
五
頁
。

（
３
）

拙
著
『
三
く
だ
り
半
―
江
戸
の
離
婚
と
女
性
た
ち
―
』（
平
凡

社
選
書
、
一
九
八
七
年
三
月
）、
後
に
『
増
補

三
く
だ
り
半
―

江
戸
の
離
婚
と
女
性
た
ち
―
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九

九
九
年
七
月
）、『
三
く
だ
り
半
と
縁
切
寺
―
江
戸
の
離
婚
を
読
み

な
お
す
―
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
二
年
三
月
）
お
よ
び

『
泣
い
て
笑
っ
て
三
く
だ
り
半
―
―
女
と
男
の
縁
切
り
作
法
』（
教

育
出
版
、
二
〇
〇
一
年
四
月
）。
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（
４
）

拙
稿
「
わ
た
し
の
�
三
く
だ
り
半
�」（
講
談
社
『
本
』
一
九
九

一
年
八
月
号
）
一
六
〜
一
九
頁
。

（
５
）

拙
稿「《
資
料
》
三
く
だ
り
半
―
俳
山
亭
文
庫
旧
蔵
・
高
木
所
蔵

未
刊
史
料
―
」（『
関
東
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
九
集
、
一
九
九
四

年
十
二
月
）
九
〜
二
一
頁
。

（
６
）

先
生
に
は
、
夫
が
謝
り
な
が
ら
書
い
た
離
縁
状
が
あ
る
の
で
と
、

筆
者
が
謹
呈
し
た
『
泣
い
て
笑
っ
て
三
く
だ
り
半
』
の
返
礼
と
し

て
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
文
字
通
り
「
海
老
鯛
」
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
特
記
し
て
牧
先
生
に
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
７
）

前
注
（
３
）
拙
著
『
増
補

三
く
だ
り
半
』
十
五
「
聟
養
子
の

離
縁
状
」
参
照
。

（
８
）

拙
稿
「
江
戸
時
代
庶
民
離
婚
に
お
け
る
夫
婦
財
産
」（『
創
価
法

学
』
一
九
巻
三
・
四
号
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
三
五
〜
五
八
頁
、

後
に
『
婚
姻
と
家
族
・
親
族

日
本
家
族
史
論
集
８
』（
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
二
年
十
二
月
、
三
一
〇
〜
三
三
四
頁
に
所
収
）
参

照
。

（
９
）

前
注
（
３
）
拙
著
『
増
補

三
く
だ
り
半
』
十
七
「
明
治
時
代

の
離
縁
状
」
参
照
。

（
１０
）

前
注
（
３
）
拙
著
『
増
補

三
く
だ
り
半
』
二
九
四
〜
二
九
六

頁
お
よ
び
『
泣
い
て
笑
っ
て
三
く
だ
り
半
』
一
一
三
〜
一
一
八
頁
。

（
１１
）

前
注
（
３
）
拙
著
『
増
補

三
く
だ
り
半
』
十
六
「
妾
の
離
縁

状
」
参
照
。

（
１２
）

前
注
（
３
）
拙
著
『
増
補

三
く
だ
り
半
』
十
八
「
執
心
切
れ

一
札
」
参
照
。

（
１３
）

前
注
（
８
）
拙
稿
「
江
戸
時
代
庶
民
離
婚
に
お
け
る
夫
婦
財

産
」
参
照
。

（
１４
）

史
料
の
引
用
方
法
は
、
拙
著
『
縁
切
寺
満
徳
寺
の
研
究
』（
成

文
堂
、一
九
九
〇
年
十
二
月
）凡
例
に
よ
っ
た
。史
料
の
末
尾（

）

内
に
離
縁
状
の
サ
イ
ズ
を
タ
テ
・
ヨ
コ
の
順
に
、
出
拠
地
域
の
判

明
す
る
も
の
は
〔

〕
内
に
示
し
、
特
記
事
項
は
�

�
内
に
記

し
た
。

史
料
目
次

�

離
縁
状

１

嘉
永
六
年
三
月

仁
兵
衛
―
ひ
て
離
縁
状

２

安
政
七
年
二
月

元
蔵
―
し
ま
離
縁
状（

以
上
石
井
良
助
文
庫
）

３

天
明
八
年
二
月
三
日

本
間
弥
藤
次
―
千
代
離
縁
状

４

天
保
九
年
三
月

与
一
兵
衛
―
き
よ
離
縁
状

５

天
保
十
年
三
月
八
日

佐
兵
衛
―
す
み
離
別
状

６

天
保
十
三
年
四
月
八
日

庄
右
衛
門
―
ま
つ
の
離
縁
状

７

天
保
十
四
年
二
月

吉
右
衛
門
―
な
み
離
別
状

８

弘
化
二
年
四
月
幾
日

聟
英
司
―
ち
よ
離
縁
手
形

９

弘
化
二
年
十
二
月

太
右
衛
門
―
な
か
離
縁
状

１０

嘉
永
五
年
八
月

重
次
郎
―
そ
の
再
婚
禁
止
期
間
つ
き
離
縁
状

１１

安
政
二
年
四
月

善
五
郎
―
千
代
暇
状

１２

慶
応
元
年
十
月

喜
太
郎
―
み
と
離
別
状
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１３

慶
応
二
年
六
月
二
十
七
日

作
次
郎
―
と
み
離
縁
状

１４

慶
応
三
年
二
月

常
次
郎
―
何
離
縁
状
下
案

１５

明
治
三
年
正
月

清
兵
衛
―
お
寿
暇
状

１６

明
治
七
年

磯
吉
―
た
つ
離
別
状

１７

明
治
九
年
五
月

豊
吉
―
は
つ
離
縁
状

１８

明
治
十
三
年
五
月
三
十
一
日

寺
内
弥
之
吉
―
こ
う
離
縁
状

１９

明
治
十
四
年
五
月
五
日

甚
助
―
ま
さ
離
縁
状

２０

明
治
二
十
年
旧
十
月

吉
田
勇
右
衛
門
―
室
田
ふ
で
忍
妻
離
別

状

２１

明
治
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

指
田
友
二
郎
―
室
田
ふ
で
隠

妻
離
別
状

２２

明
治
二
十
一
年
一
月
四
日

指
田
友
治
郎
―
室
田
ふ
で
離
別
状

２３

明
治
二
十
年
十
二
月
八
日

聟
神
田
金
三
郎
―
根
岸
み
な
離
別

証
（
印
紙
貼
付
）

２４

子
五
月
六
日

文
之
丞
―
か
ね
離
縁
状

２５

午
四
月

差
出
人
三
人
の
離
縁
状

２６

申
二
月

道
良
―
お
ふ
ゆ
手
間
状

２７

閏
二
月
十
八
日

文
次
郎
―
ま
つ
離
縁
状

２８

年
月
日
不
詳

「
腰
折
ニ
付
」
の
離
縁
状
下
案（

以
上
高
木
所
蔵
）

�

離
縁
関
係
文
書

２９

享
保
十
六
年
五
月

夫
婦
差
縺
れ
に
つ
き
妻
方
訴
状

３０

文
化
三
年
二
月

聟
養
子
離
縁
返
り
一
札
（
承
諾
書
）

３１

文
政
四
年
十
一
月
十
日

離
縁
証
文
（
親
子
関
係
解
消
）

３２

文
政
五
年
四
月

離
縁
引
取
り
女
子
養
女
証
文

３３

文
政
十
三
年
七
月
十
五
日

男
女
執
心
切
れ
に
つ
き
示
談
証
文

３４

文
政
十
三
年
七
月

右
一
件
内
済
縁
切
り
金
請
取
書

３５

天
保
二
年
三
月

縁
切
破
縁
一
札

３６

元
治
元
年
三
月

相
続
人
離
縁
に
つ
き
持
参
金
返
却
な
ら
び
に

見
継
金
受
取
覚

（
以
上
石
井
良
助
文
庫
）

史

料

１

嘉
永
六
年
三
月

仁
兵
衛
―
ひ
て
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
其

方

儀
、

夫

婦

之

縁

薄

く
、

此

度

及

離

別

候
、

然

ル

上

は

何

方

え

縁
附
候
共
、
此
方
ニ
お
ゐ
て
一
切
差
構

無

之

候
、
依

て

如

件

嘉
永
六
丑
年
三
月

仁

兵

衛
�

ひ

て
え

（
二
四
・
五
×
二
三
・
〇
）

〔
相
模
国
鎌
倉
郡
渡
内
村
文
書
〕
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２

安
政
七
年
二
月

元
蔵
―
し
ま
離
縁
状

離
縁
一
札
之
事

一
此

方

勝

手

ニ

付
、

離

別

い

た

し

候

間
、

然

上

何

方

へ

縁

付

候

共
、

差

構

無

御

座

候
、

仍

て

如

件

引
田
村

安
政
七
申
二
月

元

蔵（（
爪
印
）

し

ま
殿

（
二
四
・
三
×
三
四
・
二
）

〔
相
模
国
高
座
郡
橋
本
村
・
相
原
村
文
書
〕

３

天
明
八
年
二
月
三
日

本
間
弥
藤
次
―
千
代
離
縁
状

一
札
之
事

一
千
代
事
、
不
縁
候
ニ
付
、
此
度
暇
差
遣
申
候
、

此

已

後

何

方

え

被

成

縁

付

候

共
、

拙

者

方
ニ
て
相
構
候
儀
無
御
座
候
、
仍
て
離
縁
状

如

件
天
明
八
申
年
二
月
三
日

本

間

弥
藤
次
�

本
楯
村善

次

郎
殿

（
三
一
・
八
×
二
五
・
四
）

〔
本
楯
村
は
出
羽
国
村
山
郡
〕

４

天
保
九
年
三
月

与
一
兵
衛
―
き
よ
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
此

き

よ

と

申

も

の
、

離

別

い

た

し

候

ニ

付
、

何

方

え

縁

付

候

と

も

差

構

無

御

座

候
、

為

念

離

状

仍

如

件

天
保
九
年

山
梨
郡
成
沢
村

戌
三
月
日

与
一
兵
衛
�

小
佐
手
村善

十

良
殿（

二
六
・
二
×
三
二
・
八
）

〔
小
佐
手
村
も
甲
斐
国
山
梨
郡
内
〕

５

天
保
十
年
三
月
八
日

佐
兵
衛
―
す
み
離
別
状

離
別
之
事

一
其

元

義
、

夫

婦

之

縁

薄

候

ニ

付
、

此

度

離

別

致

候
、

然

ル

上

ハ

何

方

へ

縁

談

取

組

候

と

も

聊

申

分

無

之
、

勝

手

次

第

縁

組

可

致

候
、

為

念

之
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離

別

状

依

て

如

件

天
保
十
己
亥
年

三
月
八
日

佐

兵

衛
�

す

み
と
の

（
二
三
・
一
×
二
五
・
二
）

６

天
保
十
三
年
四
月
八
日

庄
右
衛
門
―
ま
つ
の
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
此

ま

つ

の

儀
、

無

拠

儀

ニ

付
、

離

縁

い

た

し

候
、

然

上

は

何

方

え

縁

付

候

と

も

申

分

無

御

座

候
、

依

之

離

縁

状

如

件

小
松
村

天
保
十
三
年
四
月
八
日

庄
右
衛
門（（
爪
印
）

ま

つ

の

ど

の

（
二
五
・
五
×
二
七
・
〇
）

７

天
保
十
四
年
二
月

吉
右
衛
門
―
な
み
離
別
状

離
別
状
一
札
之
事

一
貴

殿

娘

な

み

儀
、

拙

者

嫁

ニ

貰

請

申

候

処
、

宿

縁

薄

く

致

離
別
候
上
は
、
以
来
何
方
え
縁
付

候
共
構
無
御
座
候
、
為
後
日
離
縁

状

一

札

仍

て

如

件

有
馬
満
丸
領
分

下
加
園
村

天
保
十
四
卯
年
二
月

吉
右
衛
門

上
奈
良
（
部
脱
）
村惣

兵

衛
殿（

一
七
・
八
×
二
三
・
三
）

〔
両
村
と
も
下
野
国
都
賀
郡
内
〕

８

弘
化
二
年
四
月
幾
日

聟
英
司
―
ち
よ
離
縁
手
形

離
縁
手
形
事

我

等

聟

養

子

ニ

参

り

候

所
、

此

度

暇

之

儀

申

参

り

候

ニ

付
、

任

其

意

離

縁

仕
候
、
以
来
何
方
よ
り
縁
組
候
共
、
我
等
一
切

構

無

之

候
、
以

上

弘
化
二
年

荒
町
村

四
月
幾
日

英

司
�

立
合吉

六
�

同
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九
郎
兵
衛
�

貫
見
村ち

よ
と
の

離
縁
手
形
一
札

（
二
九
・
〇
×
二
六
・
三
）

〔
両
村
と
も
羽
前
国
村
山
郡
内
〕

�
離
縁
手
形
一
札
の
文
字
も
本
文
と
同
一
人
の
筆
で
あ
る
�

９

弘
化
二
年
十
二
月

太
右
衛
門
―
な
か
離
縁
状

「（
上
包
）

離
縁
一
札
之
事
」

離
縁
一
札
之
事

一
此

度

お

な

か

儀
、

及

離

縁

ニ

候

ニ

付
、

暇

遣

し

申

候
、

外

々

よ

り

致

内

縁

候

と

も

聊

申

分

無

之

候
、

為

念

仍

て

如

件

辰
口
村

弘
化
二
巳
年
十
二
月

太
右
衛
門

伊
勢
山
村源

五

郎
殿（

二
五
・
七
×
三
一
・
三
）

〔
両
村
と
も
信
濃
国
小
県
郡
内
〕

１０

嘉
永
五
年
八
月

重
次
郎
―
そ
の
再
婚
禁
止
期
間
つ
き
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
其

方

儀
、

先

年

よ

り

手

前

女

房

之
処
、
存
意
ニ
不
叶
義
有
之
候
ニ
付
、

今

般

媒

共

立

入
、

双

方

示

談

之

上

離

縁

ニ

相

成

候

処

相

違

無

御

座

候
、

右

取

置

候

書

付

之

通

年

限

相

立

候

上

は
、

何

方

え

縁

組

候

共
、

聊

故
障
無
御
座
候
、
為
後
日
離
縁
一
札
如
件

嘉
永
五
年

子
八
月
日

重

次

郎（（
爪
印
）

お

そ

の

と

の

（
二
八
・
二
×
二
七
・
六
）

１１

安
政
二
年
四
月

善
五
郎
―
千
代
暇
状

暇
状
之
事

一
其

方

義
、

是

迄

熟

縁

ニ

有

之

候

処
、

拙

者

気
質
ニ
不
相
叶
、
永
之
暇
さ
し
遣
候
条
、
何
方
え

成
と
も
勝
手
次
第
縁
付
可
被
致
候
、
為
後
証
之

暇

状

依

て

如

件
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安
政
弐

松
野
屋

卯
四
月

善

五

郎

千

代
と
の
へ

（
二
九
・
五
×
二
八
・
七
）

〔
備
中
国
後
月
郡
高
屋
村
文
書
〕

１２

慶
応
元
年
十
月

喜
太
郎
―
み
と
離
別
状

「（
上
包
）

（
上
包
）

離
縁
一
札

壱
通
」

離
別
一
札
之
事

一
其

許

我

等

双

方

納

得

之

上
、

此

度

離

別

致

し

遣

し

申

候
、

向

来

何

方

へ

縁
組
候
共
、
少
も
差
構
無
御
座
、
依
て

離
別
一
札
差
出
申
候
処
如
件

慶
応
元
年

当
人

十
月
日

喜

太

郎
�

み

と

ど

の

（
二
四
・
六
×
三
四
・
六
）

〔
武
蔵
国
大
里
郡
平
塚
新
田
村
文
書
〕

１３

慶
応
二
年
六
月
二
十
七
日

作
次
郎
―
と
み
離
縁
状

離
縁
一
礼
之
事

一
其

元

義
、

此

度

以

勝

手

離

縁

い
た
し
、
以
来
何
方
え
縁
付
被
成
候
共
、

我

等

差

構

一

切

無

御

座

候
、

為

後

日

一

札

仍

て

如

件

慶
応
二
寅
年

六
月
二
十
七
日

作

次

郎
�

お

と

み

ど

の

（
二
四
・
五
×
一
八
・
五
）

〔
武
蔵
国
埼
玉
郡
四
丁
野
村
文
書
〕

１４

慶
応
三
年
二
月

常
次
郎
―
何
離
縁
状
下
案

離
縁
一
札
之
事

一
其

許

義
、

薄

縁

ニ

付
、

世

話

人

立

入

致

離

縁

候

所
、

聊

無

相

違
、

向

後

何

方

え

縁

合

候

共
、

少

も

構

無

之

証

依

て

如

件

慶
応
三
年

常

次

郎（（
爪
印
）

（
卯
）

宇
二
月
日

何

と

の

（
一
五
・
三
×
一
五
・
〇
）
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�
表
題
部
分
は
破
損
し
て
い
る
が
、
判
読
可
能
�

１５

明
治
三
年
正
月

清
兵
衛
―
お
寿
暇
状

暇

一

札

一
此

度

其

元

様

御

身

ニ

御

心

配

相

掛
、

申
分
ケ
無
之
、
是
ニ
依
て
向
後
改

心

仕
、

尤

此
義
ニ
付
、
御
難
題
抔
申
間
敷
、
為

後

日

之

暇

状

依

て

如

件

明
治
三
午
年
正
月

清

兵

衛（（
爪
印
）

お

寿

さ

ま

（
二
六
・
二
×
二
九
・
五
）

１６

明
治
七
年

磯
吉
―
た
つ
離
別
状

離
別
申
一
札
事

一
お

た

つ

義
、

何

方

え

婚

入

致

候

と

も

私
方
ニ
て
一
切
申
分
無
御
座
候
、
為
後
日

一

札

仍

て

如

件

明
治
七
年

磯

吉（（
爪
印
）

お

た

つ

と

の

（
二
五
・
四
×
一
七
・
〇
）

〔
武
蔵
国
幡
羅
郡
内
〕

１７

明
治
九
年
五
月

豊
吉
―
は
つ
離
縁
状

離
縁
一
札

其
元
事
、
不
熟
ニ
付
、
離
縁
い
た
し
候
、

此
後
何
方
へ
縁
組
候
共
一
切
差
構
無
之
、

為

後

日

一

札

差

遣

し

候
、

已

上

明
治
九
年

中

釘

第
五
月
日

豊

吉（（
爪
印
）

同

村
は

つ
ど
の（

二
三
・
九
×
一
九
・
二
）

〔
中
釘
村
は
武
蔵
国
足
立
郡
内
〕

１８

明
治
十
三
年
五
月
三
十
一
日

寺
内
弥
之
吉
―
こ
う
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
其

方

義
、

我

等

勝

手

ニ

付
、

離

別

い

た

し

候

条
、

以

来

何

方

へ

縁

付

候

共
、

決

て

異

乱

無

之

、

依

て

如

件

明
治
十
三
年
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五
月
三
十
一
日

寺

内

弥
之
吉
�

こ

う

と

の

（
二
四
・
六
×
三
三
・
七
）

１９

明
治
十
四
年
五
月
五
日

甚
助
―
ま
さ
離
縁
状

「（
帯
封
）

離
縁
状
甚
助
よ
り
お
ま
さ
へ
、
十
四
年
五
月
六
日
」

離

縁

状

貴

殿

事
、

今

般

不
（
熟
）

塾

ニ

付
、

離

縁

致

候
、

然

ル

上

は

何

方

え

縁

組

致

候

共

不

苦

候
、
勝

手

タ

ル

ベ
（
シ
）

リ
、

右

離

縁

状

如

件

明
治
十
四
年
五
月
五
日

甚

助
�

お

ま

さ
殿

（
二
七
・
五
×
二
〇
・
〇
）

�
十
行
橙
色
証
券
界
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
�

２０

明
治
二
十
年
旧
十
月

吉
田
勇
右
衛
門
―
室
田
ふ
で
忍
妻
離
別

状

離
別
壱
通

一
此

女

近

年

ヨ

リ

拙

者

忍

妻

ニ

致

し

居

候

へ
共
、
此
度
都
合
依
り
、
離
別
致
し

候

上

ハ

何
方
へ
縁
組
致
し
候
と
も
小
生
義
ニ
ハ
少
シ
モ

差

構

無

之
、
依

テ

如

件

中
郡
新
治
村

明
治
二
十
年
旧
十
月
日

吉
田
勇
右
衛
門

矢
田
村室

田
ふ
で
と
の

（
二
四
・
八
×
三
二
・
八
）

〔
両
村
と
も
丹
後
国
中
郡
〕

２１

明
治
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

指
田
友
二
郎
―
室
田
ふ
で
隠

妻
離
別
状

離
別
壱
通

一
此

女

私

シ

隠

妻

持

来

ル

候

処
、

都

合

依

て

暇

差

出

シ
、

向

後

は

私

シ

方

ニ

置

テ

毛

頭
（
異
）

意

存

更

ニ

無

之
、
依

て

如

件

明
治
廿
年
第
十
二
月
廿
四
日指

田
友
二
郎（（

墨
）拇

印
）

斬ふ

て

事（
二
一
・
四
×
三
二
・
八
）
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〔
出
拠
は
史
料
２０
と
同
一
〕

２２

明
治
二
十
一
年
一
月
四
日

指
田
友
治
郎
―
室
田
ふ
で
離
別
状

離
別
壱
通

一
此

女

拙

者

掛

合

相

成

候

処
、

都
合
依
テ
暇
差
出
シ
、
向
後
拙
者
置
テ

死

去

迄

差

構

え

無

之
、

為

後

日

加

判

可

致

ス

離

別

依

て

如

件
峰
山
泉
町

明
治
廿
一
年
第
一
月
四
日

指
田
友
治
郎
�

離

斬

矢
田
村

矢
田
邑

室

田

兵
太
郎
殿

室

田

ふ
で

（
二
四
・
六
×
三
二
・
八
）

〔
出
拠
は
史
料
２０
と
同
一
〕

２３

明
治
二
十
年
十
二
月
八
日

聟
神
田
金
三
郎
―
根
岸
み
な
離
別

証

「（
印
紙
貼
付
）

五
厘
の
証
券
印
紙
貼
付
し
、
墨
拇
印
」

離

別

証

一
今
般
家
内
不
和
合
ニ
付
、
双
方
示

談

之

上
、

離

別

候

処
、

い

つ

方

よ

り

縁

付

候

と

も

か

ま

い

無

御

座

候

也

男
衾
郡
本
田
村

明
治
二
十
年
十
二
月
八
日

神

田

金
三
郎（（

墨
）拇

印
）

比
企
郡
福
田
村

根

岸

ミ
な
ど
の

（
二
四
・
四
×
三
二
・
五
）

〔
両
村
と
も
埼
玉
県
内
〕

２４

子
五
月
六
日

文
之
丞
―
か
ね
離
縁
状

離
（
縁
）

遠
状
之
事

一
此

女

何

方

え

縁

付

候

共
、

此

方

ニ

差

構

御

座

な

く

候
、

并

ニ

持

参

仕

候

荷

物

残

す

差

し

送

り

申

候
、
如

件

倉
科
村

子
五
月
六
日

文

之

丞
�

井
尻
村か

ね

（
二
〇
・
四
×
一
九
・
八
）

〔
両
村
と
も
甲
斐
国
山
梨
郡
〕
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２５

午
四
月

差
出
人
三
人
の
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
此

度

其

元

事
、

相

談

之

上

離

縁

仕
候
ニ
付
、
若
此
後
縁
組
等
ニ
て
何
方
へ

参

候

共

一

切

構

無

御

座

候
、

為

後

日

一

札

仍

如

件

作
左
衛
門

午
四
月

忠
右
衛
門

清

之

丞

お

せ

い
殿

（
二
四
・
五
×
二
一
・
七
）

〔
武
蔵
国
埼
玉
郡
四
丁
野
村
文
書
〕

２６

申
二
月

道
良
―
お
ふ
ゆ
手
間
状

手
間
之
状

一
此

度

不

縁

ニ

付
、

為

手

間

状

刀

一

腰

相

渡

候

上

ハ
、

其

方

儀

ニ
付
、
此
上
何
方
え
縁
付
候
共
、

少
も
等
閑
無
御
座
候
、
以
上

申
二
月

（

カ

）

道

良（
花
押
）

清
右
衛
門
殿
内

お

ふ

ゆ
殿

参

（
二
七
・
〇
×
二
七
・
四
）

�
花
押
に
は
明
ら
か
に
粗
悪
な
花
押
型
が
用
い
ら
れ
て
い
る
�

２７

閏
二
月
十
八
日

文
次
郎
―
ま
つ
離
縁
状

一
札
之
事

一
此
度
貴
殿
娘
ま
つ
と
申
女
、
同
村
金
右
衛
門
殿

御
世
話
ニ
て
私
妻
ニ
貰
請
候
得
共
、
無
拠
義

致
出
来
候
ニ
付
、
離
縁
い
た
し
、
然
上
は
何
方
へ
縁
付

候
共
、
構
無
御
座
候
、
離
別
一
札
依
て
如
件

閏

原
ノ
郷
村

二
月
十
八
日

当
人

文

次

郎（（
爪
印
）

下
奈
良
村

吉
右
衛
門
殿

（
二
三
・
七
×
二
二
・
四
）

〔
両
村
と
も
武
蔵
国
幡
羅
郡
内
〕

２８

年
月
日
不
詳

「
腰
折
ニ
付
」
の
離
縁
状
下
案

取
替
証
文
之
事

（
マ
マ
）

山

郡

山

梨

郡

倉

科

下
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更

地

組

長

茂

兵

衛

殿

娘

之

義

腰

折

ニ

付
、

然

ハ

何

方

え

嫁

し

候

と

も

差

構

無

御

座

候
、

為

其

如

斯

候
、
以

上

（
一
一
・
二
×
一
六
・
八
）

〔
出
拠
は
史
料
２４
と
同
一
、
甲
斐
国
山
梨
郡
井
尻
村
〕

２９

享
保
十
六
年
五
月

夫
婦
差
縺
れ
に
つ
き
妻
方
訴
状

乍
恐
口
上
書
を
以
奉
願
上
候
事

一
泉
村
小
重
郎
倅
伊
右
衛
門
妻
ニ
、
私
妹
五
年
以
前
差
越
申
候
所
、

去
戌
ノ
九
月
十
六
日
小
重
郎
私
方
え
罷
越
候
て
、
申
方
は
、
伊
右

衛
門
義
同
村
七
郎
右
衛
門
方
え
養
子
ニ
罷
出
、
我
等
名
跡
は
弟
三

之
助
を
相
立
候
様
ニ
と
申
付
候
所
、
得
心
不
仕
候
故
、
当
五
日
ニ

追
出
シ
候
間
、
娘
も
其
元
え
可
相
返
由
申
ニ
付
、
私
申
候
は
、
当

時
懐
妊
ニ
も
有
之
難
得
其
意
候
間
、
産
後
伊
右
衛
門
方
よ
り
離
別

之
書
付
持
添
相
返
候
様
ニ
と
申
候
所
、
先
通
に
遣
由
に
て
九
月
十

八
日
差
越
申
候
、
其
後
引
取
候
様
ニ
申
遣
候
得
は
、
致
扶
持
義
不

罷
成
候
旨
申
候
ニ
付
、
無
是
娘

（
非
脱
）

差
置
平
産
も
仕
、
母
子
共
ニ
養
育

仕
候
、
伊
右
衛
門
儀
は
、
右
之
節
大
坂
え
罷
登
候
と
申
、
私
方
え

立
寄
り
、
離
別
之
儀
存
寄
も
候
間
不
罷
成
候
由
断
置
申
候
、
依
之

奉
願
上
候
は
、
伊
右
衛
門
離
別
仕
子
共
は
引
取
候
様
ニ
成
共
、
又

は
身
上
相
極
妻
子
共
ニ
引
取
申
候
共
為
仕
候
様
、
乍
恐
小
重
郎
方

え
被

仰
付
可
被
下
候
、
右
之
通
小
重
郎
不
埒
之
仕
方
ニ
付
、
無

是
悲

（
非
）

御
願
申
上
候
、
御
慈
悲
を
以
親
子
之
者
難
義
不
仕
候
様
被

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

常
州
新
治
郡
瓦
谷
村

享
保
十
六
辛
未
年
五
月

願
人

伝
五
右
衛
門

土
屋
但
馬
守
様

御
役
人
様

〔
常
陸
国
新
治
郡
瓦
谷
村
文
書
〕

３０

文
化
三
年
二
月

聟
養
子
離
縁
返
り
一
札
（
承
諾
書
）

入
置
申
一
札
之
事

一
先
達
て
私
弟
弥
右
衛
門
儀
、
其
御
村
亦
市
殿
方
え
聟
養
子
ニ
差
遣

申
処
、
跡
式
相
続
相
成
兼
申
候
ニ
付
、
此
度
本
郷
村
磯
五
郎
殿
・

白
石
村
松
之
丞
殿
御
セ
話
ニ
て
離
縁
仕
候
、
然
上
ハ
何
方
御
養
子

被
成
候
共
、
少
も
相
構
申
儀
無
御
座
候
、
為
念
入
置
申
一
札
仍
如

件

白
石
村

文
化
三
年
寅
二
月
日

辰

五

郎

同
村
セ
話
人

松

之

丞

本
郷
村
同
断
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磯

五

郎

御
組
合

御
親
類
衆
中

〔
相
模
国
鎌
倉
郡
村
口
村
文
書
〕

３１

文
政
四
年
十
一
月
十
日

離
縁
証
文
（
親
子
関
係
解
消
）

入
置
申
離
縁
証
文
之
事

一
私
儀
年
々
商
売
薄
く
連
々
困
窮
ニ
相
成
、
甚
以
難
渋
仕
居
候
ニ
付
、

此
度
国
元
え
引
込
申
度
了
簡
相
極
メ
申
候
得
共
、
娘
両
人
有
之
候

故
、
甚
以
難
儀
致
し
候
ニ
付
、
身
分
難
立
行
御
座
候
間
、
無
拠
貴

殿
方
え
御
引
取
被
下
候
様
ニ
御
頼
申
入
候
処
、
厚
思
召
ニ
て
御

（
勘
カ
）

孝

弁
之
上
御
承
知
被
成
下
忝
存
候
、
則
娘
さ
ゑ
并
ニ
み
つ
両
人
及
離

縁
、
其
上
御
引
取
被
下
千
万
忝
仕
合
ニ
存
候
、
両
人
相
渡
し
申
処

実
正
ニ
御
座
候
、
然
ル
上
ハ
私
身
分
ニ
付
、
何
様
之
六
ケ
敷
儀
出

来
致
候
共
、
貴
殿
方
ヘ
少
も
御
苦
労
相
懸
申
間
敷
候
、
為
後
日
入

置
申
離
縁
証
文
仍
て
一
札
如
件

文
政
四
年

巳
十
一
月
十
日

太

助

丞

久

兵

衛
殿〔

相
模
国
鎌
倉
郡
村
口
村
文
書
〕

３２

文
政
五
年
四
月

離
縁
引
取
り
女
子
養
女
証
文

一
札
之
事

一
此
さ
へ
と
申
者
、
私
縁
類
之
娘
ニ
御
座
候
処
、
父
親
一
人
ニ
相
成

日
々
渡
世
も
難
出
来
、
甚
以
及
困
窮
、
娘
両
人
行
末
も
致
兼
、
実

ニ
難
渋
仕
候
ニ
付
、
無
拠
私
方
へ
親
元
及
離
縁
引
取
申
候
処
実
正

也
、
然
ル
処
此
度
其
元
方
へ
娘
ニ
差
遣
し
申
候
、
左
候
へ
ハ
此
者

身
分
ニ
付
、
何
方
よ
り
も
差
構
申
も
の
一
切
無
御
座
候
、
為
後
日

入
置
一
札
仍
て
如
件

文
政
五
年

午
四
月

久

兵

衛
�

安

兵

衛
殿〔

下
総
国
匝
瑳
郡
吉
崎
村
文
書
〕

３３

文
政
十
三
年
七
月
十
五
日

男
女
執
心
切
れ
に
つ
き
示
談
証
文

為
取
替
申
議
定
一
札
之
事

一
別
府
村
百
姓
多
左
衛
門
娘
す
て
、
仁
江
戸
村
百
姓
藤
吉
倅
石
松
夫

婦
約
定
一
件
、
右
多
左
衛
門
よ
り
奉
御
訴
訟
、
去
ル
六
日
双
方
御

召
出
し
御
吟
味
御
利
解
被

仰
聞
奉
恐
入
候
、
双
方
共
心
得
違
之

儀
も
有
之
、
此
上
御
吟
味
奉
請
候
義
恐
入
、
城
中
村
宿
平
兵
衛
・

同
村
名
主
見
習
五
左
衛
門
・
双
方
五
人
組
・
村
役
人
共
扱
立
入
、

熟
談
内
済
仕
度
、
右
引
合
之
儀
御
吟
味
下
奉
願
上
候
処
、
御
下
被

成
下
置
候
、
一
同
難
有
熟
談
内
済
仕
候
趣
意
左
ニ
奉
申
上
候
、
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一
石
松
儀
、
当
三
年
以
前
子
年
七
月
中
、
多
左
衛
門
娘
す
て
え
申
談
、

夫
婦
約
速
（
束
）
致
、
其
節
笄
壱
本
約
速
為
証
拠
預
り
置
候
ニ
付
、

す
て
貰
請
度
扱
人
ヲ
も
つ
て
、
去
月
廿
七
日
多
左
衛
門
方
え
申
遣

し
候
処
、
同
人
不
承
知
之
趣
不
訳
リ
ニ
付
、
翌
廿
八
日
夜
ニ
入
自

身
罷
越
、
す
て
え
直
掛
合
申
度
処
、
す
て
え
多
左
衛
門
為
合
不
申
、

多
左
衛
門
よ
り
石
松
五
人
組
之
者
共
え
申
聞
、
石
松
引
取
呉
候
様

申
聞
候
得
と
も
不
承
知
ニ
付
、
多
左
衛
門
よ
り
御
訴
訟
ニ
相
成
、

御
吟
味
奉
請
候
義
重
々
奉
恐
入
、
尚
又
媒
ヲ
以
掛
合
可
申
処
、
直

掛
合
相
越
候
段
ハ
騒
ケ
間
敷
儀
御
察
当
奉
請
奉
恐
入
候
旨
申
之
、

今
更
後
悔
仕
、
太
左
衛
門
え
相
詫
内
済
仕
候
、
多
左
衛
門
娘
す
て

義
、
石
松
え
密
通
ハ
不
仕
候
得
共
、
夫
婦
約
速
而
巳
仕
候
段
申
之
、

尤
多
左
衛
門
義
石
松
得
縁
組
之
儀
不
承
知
ニ
有
之
、
存
寄
ニ
不
叶

故
其
段
ハ
す
て
よ
り
早
速
石
松
え
相
断
可
申
処
、
打
捨
置
候
事
故
、

此
度
右
一
件
ニ
相
成
重
々
奉
恐
入
候
旨
申
聞
之
、
右
石
松
方
え
す

て
よ
り
相
詫
、
此
後
双
方
執
心
無
之
破
談
仕
候
、
然
上
ハ
す
て
儀
、

何
方
え
縁
組
致
し
候
共
決
て
差
障
り
申
間
敷
旨
、
石
松
よ
り
太
左

衛
門
え
一
札
差
入
、
且
す
て
よ
り
も
石
松
方
え
以
来
執
心
決
て
相

掛
間
敷
段
一
札
差
出
、
右
一
件
引
合
之
儀
扱
人
貰
請
、
以
来
違
変

等
無
之
抔
取
極
申
候
、
右
一
件
ニ
付
、
重
御
願
ケ
間
敷
義
毛
頭
仕

間
敷
筈
旨
、
熟
談
内
済
仕
候
、
為
後
来
為
取
替
議
定
証
文
入
置
申

処
如
件

別
府
村

文
政
十
三
寅
年
七
月
十
五
日

訴
訟
人

多
左
衛
門
�

組
合

六
右
衛
門
�

多

蔵
�

多
左
衛
門
娘

す

て（（
爪
印
）

仁
江
戸
村藤

吉
倅

石

松（（
爪
印
）

組
合

弥

市

弥
市
代
親
類

庄
左
衛
門
�

武

兵

衛
�

仁
江
戸
村
組
頭

多
郎
右
衛
門
�

牛
久
領
城
中人

平

兵

衛
�

五
左
衛
門
�

〔
下
総
国
岡
田
郡
別
府
村
文
書
〕

〔
城
中
村
は
常
陸
国
河
内
郡
、
仁
江
戸
村
は
下
総
国
豊
田
郡
内
〕

３４

文
政
十
三
年
七
月

右
一
件
内
済
縁
切
り
金
請
取
書

請
取
申
一
札
之
事

一

金

三

両

也

右
ハ
仁
江
戸
村
石
松
と
娘
す
て
執
心
一
件
御
訴
訟
ニ
相
成
、
双
方

御
召
出
御
吟
味
中
、
城
中
村
宿
平
兵
衛
・
五
左
衛
門
立
入
、
取

内
済
仕
候
由
、
縁
切
書
面
之
金
慥
ニ
受
取
申
候
、
此
段
右
同
人
と

も
申
通
候
、
仍
て
一
札
差
出
し
申
処
如
件
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城
中
村

文
政
十
三
寅
七
月

宿

平

兵

衛
�

五
左
衛
門
�

別
府
村多

左
衛
門
殿〔

下
総
国
岡
田
郡
別
府
村
文
書
〕

３５

天
保
二
年
三
月

縁
切
破
縁
一
札

差
入
申
一
札
之
事

一
先
年
粟
野
村
吉
之
丞
と
私
馴
合
ニ
て
夫
婦
約
定
い
た
し
、
欠
落
浪

人
仕
候
処
、
其
節
組
合
・
親
類
よ
り
引
訳
ニ
被
致
、
私
身
分
之
儀

は
杉
山
村
親
類
長
兵
衛
方
え
被
引
取
、
破
縁
ニ
罷
成
候
処
、
其
後

吉
之
丞
後
よ
り
参
り
、
無
是
非
再
縁
と
被
申
無
拠
夫
婦
相
成
居
候

処
、
又
候
御
村
又
兵
衛
殿
娘
と
馴
合
ニ
て
夫
婦
約
定
仕
、
私
身
分

捨
置
、
両
人
ニ
て
逃
去
り
候
て
、
私
身
分
是
迄
吉
之
丞
ヨ
り
も
何

れ
ト
も

（
双
）

相
方

（
カ
）

行
呉
不
申
候
処
、
此
度
貴
殿
方
両
人
立
入
、
破
縁
ニ

い
た
し
呉
レ
候
様
ニ
と
被
申
候
ニ
付
、
任
其
意
ニ
則
破
縁
ニ
仕
候

得
共
、
吉
之
丞
其
せ
つ
借
財
金
壱
両
弐
分
御
座
候
処
、
こ
れ
又
貴

殿
方
よ
り
此
節
慥
ニ
受
取
申
候
、
併
上
ハ
右
女
当
時
引
訳
ニ
い
た

し
被
下
候
筈
ニ
テ
破
縁
仕
候
、
左
た
り
後
来
之
義
ハ
夫
婦
ニ
罷
成

り
申
候
共
、
其
せ
つ
之
義
は
決
て
私
ヨ
リ
故
障
等
申
間
鋪
候
筈
之

事
、
為
後
来
之
縁
切
破
縁
状
一
札
差
入
申
処
仍
て
如
件

杉
山
村

天
保
弐
年

当
人

の

よ

卯
三
月

同
村

親
類

長

兵

衛

皆
葉
村

取
扱
人

丹

治
殿

別
府
村太

左
衛
門
殿〔

下
総
国
岡
田
郡
別
村
文
書
〕

３６

元
治
元
年
三
月

相
続
人
離
縁
引
取
に
つ
き
持
参
金
返
却
な
ら

び
に
見
継
金
受
取
覚

覚

一
先
般
我
等
次
男
重
五
郎
儀
、
貴
殿
相
続
人
ニ
差
遣
置
候
所
、
今
般

双
方
勝
手
ニ
付
、
相
談
之
上
離
縁
ニ
お
よ
ひ
慥
ニ
引
取
申
候
処
、

実
正
ニ
御
座
候
、
附
て
は
相
続
人
ニ
相
成
候
砌
、
持
参
金
弐
拾
五

両
御
返
し
被
成
、
其
上
金
五
拾
両
也
、
同
人

（
見
継
）

身
次
金
と
し
て
御
渡

被
成
慥
ニ
受
取
申
候
、
然
上
は
相
互
に
聊
申
分
無
御
座
候
、
旁
々

是
迄
双
方
取
引
勘
定
合
も
右
之
趣
ニ
相
心
得
候
共
、
今
度
立
会
示

談
之
上
事
柄
相
分
り
、
依
て
ハ
以
来
取
引
勘
定
合
出
入
毛
頭
無
御

座
候
、
為
後
日
受
取
一
札
差
出
申
候
、
仍
て
如
件

小
菅
谷
村

18



元
治
元
年
子
三
月

田

中

作
兵
衛
�

渡
内
村福

嶋

新
兵
衛
殿

〔
相
模
国
鎌
倉
郡
渡
内
村
文
書
〕
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